
政
令
第
四
百
四
十
三
号

防
衛
省
の
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令

内
閣
は
、
防
衛
省
の
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
百
六
十
六
号
）
第
十
一
条
の
三
第
一
項
、

同
法
第
十
四
条
第
二
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
九

十
五
号
）
第
十
条
の
三
第
一
項
第
二
号
及
び
第
二
項
、
第
十
三
条
の
二
第
二
項
並
び
に
第
十
四
条
第
一
項
及
び
第
二
項
並
び
に

防
衛
省
の
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
七
年
法
律
第
九
十
五
号
）
附
則
第
三
条
に
お
い
て

読
み
替
え
て
準
用
す
る
一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
七
年
法
律
第
八
十
九
号
）

附
則
第
三
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

防
衛
省
の
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
二
十
七
年
政
令
第
三
百
六
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

第
八
条
の
四
第
二
項
中
「
業
務
は
」
の
下
に
「
、
常
勤
の
防
衛
大
臣
政
策
参
与
、
防
衛
事
務
次
官
、
防
衛
審
議
官
」
を
、

「
航
空
幕
僚
監
部
」
の
下
に
「
、
統
合
作
戦
司
令
部
」
を
加
え
、
「
並
び
に
統
合
作
戦
司
令
部
」
を
「
、
防
衛
装
備
庁
長
官
並

び
に
防
衛
技
監
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。



４

法
第
十
四
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
一
般
職
給
与
法
第
十
条
の
三
第
二
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
額
は
、
次
の

各
号
に
掲
げ
る
職
員
の
区
分
に
応
じ
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。

一

常
勤
の
防
衛
大
臣
政
策
参
与
及
び
法
第
六
条
第
二
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
自
衛
官

五
万
千
八
百
円

二

事
務
官
等

一
般
職
に
属
す
る
国
家
公
務
員
に
つ
い
て
定
め
ら
れ
て
い
る
額
の
例
に
よ
る
額

三

自
衛
官
（
第
一
号
に
掲
げ
る
自
衛
官
を
除
く
。
）

別
表
第
四
の
二
の
上
欄
に
掲
げ
る
階
級
の
区
分
の
う
ち
そ
の
者
の

属
す
る
階
級
の
区
分
に
応
じ
同
表
の
下
欄
に
定
め
る
額

第
十
条
第
二
項
中
「
特
地
勤
務
手
当
基
礎
額
」
を
「
俸
給
及
び
扶
養
手
当
の
月
額
の
合
計
額
」
に
改
め
、
「
（
そ
の
額
が
、

現
に
受
け
る
べ
き
俸
給
及
び
扶
養
手
当
の
月
額
の
合
計
額
に
、
自
衛
官
（
特
定
任
期
付
職
員
で
あ
る
自
衛
官
を
除
く
。
）
に
あ

つ
て
は
百
分
の
二
十
三
を
、
事
務
官
等
及
び
特
定
任
期
付
職
員
で
あ
る
自
衛
官
に
あ
つ
て
は
百
分
の
二
十
五
を
乗
じ
て
得
た
額

を
超
え
る
と
き
は
、
当
該
乗
じ
て
得
た
額
）
」
を
削
り
、
同
条
第
三
項
及
び
第
四
項
を
削
る
。

第
十
条
の
二
第
二
項
中
「
同
項
に
規
定
す
る
異
動
又
は
官
署
の
移
転
の
日
（
職
員
が
当
該
異
動
に
よ
り
そ
の
日
前
一
年
以
内

に
在
勤
し
て
い
た
官
署
に
在
勤
す
る
こ
と
と
な
つ
た
場
合
（
防
衛
大
臣
が
定
め
る
場
合
に
限
る
。
）
に
は
、
そ
の
日
前
の
防
衛

大
臣
が
定
め
る
日
）
に
お
い
て
受
け
る
べ
き
」
、
「
（
育
児
短
時
間
勤
務
職
員
（
そ
の
日
に
お
い
て
育
児
短
時
間
勤
務
職
員
で



あ
つ
た
者
を
除
く
。
）
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
額
に
そ
の
者
の
一
週
間
当
た
り
の
通
常
の
勤
務
時
間
を
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤

務
職
員
等
以
外
の
職
員
の
一
週
間
当
た
り
の
通
常
の
勤
務
時
間
と
し
て
防
衛
省
令
で
定
め
る
も
の
で
除
し
て
得
た
数
を
乗
じ
て

得
た
額
と
す
る
。
）
」
、
「
（
再
任
用
職
員
等
に
あ
つ
て
は
、
現
に
受
け
る
べ
き
俸
給
の
月
額
）
」
及
び
「
（
そ
の
額
が
、
現

に
受
け
る
べ
き
俸
給
及
び
扶
養
手
当
の
月
額
の
合
計
額
に
、
自
衛
官
（
特
定
任
期
付
職
員
で
あ
る
自
衛
官
を
除
く
。
）
に
あ
つ

て
は
百
分
の
五
・
五
を
、
事
務
官
等
及
び
特
定
任
期
付
職
員
で
あ
る
自
衛
官
に
あ
つ
て
は
百
分
の
六
を
乗
じ
て
得
た
額
を
超
え

る
と
き
は
、
当
該
乗
じ
て
得
た
額
）
」
を
削
り
、
同
条
第
三
項
第
一
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

一

新
た
に
俸
給
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
と
な
り
、
特
地
官
署
又
は
準
特
地
官
署
に
在
勤
す
る
こ
と
と
な
つ
た
こ
と
に
伴

つ
て
住
居
を
移
転
し
た
職
員

当
該
職
員
が
新
た
に
俸
給
表
の
適
用
を
受
け
る
こ
と
と
な
つ
た
日
に
特
地
官
署
又
は
準
特

地
官
署
に
異
動
し
た
も
の
と
し
た
場
合
に
前
項
の
規
定
に
よ
り
支
給
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
額

第
十
条
の
二
第
三
項
第
三
号
中
「
検
察
官
で
あ
つ
た
者
、
行
政
執
行
法
人
職
員
等
で
あ
つ
た
者
若
し
く
は
一
般
職
給
与
法
の

適
用
を
受
け
る
国
家
公
務
員
で
あ
つ
た
者
か
ら
引
き
続
き
職
員
と
な
り
、
又
は
交
流
採
用
若
し
く
は
自
衛
隊
法
第
四
十
一
条
の

二
第
一
項
若
し
く
は
第
四
十
五
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
採
用
を
さ
れ
」
を
「
新
た
に
俸
給
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
と

な
り
」
に
、
「
職
員
と
な
つ
た
日
又
は
交
流
採
用
若
し
く
は
同
法
第
四
十
一
条
の
二
第
一
項
若
し
く
は
第
四
十
五
条
の
二
第
一



項
の
規
定
に
よ
る
採
用
を
さ
れ
た
」
を
「
新
た
に
俸
給
表
の
適
用
を
受
け
る
こ
と
と
な
つ
た
」
に
改
め
、
同
項
第
四
号
中
「
自

衛
隊
法
第
四
十
一
条
の
二
第
一
項
又
は
第
四
十
五
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
採
用
を
さ
れ
」
を
「
新
た
に
俸
給
表
の
適
用

を
受
け
る
職
員
と
な
り
」
に
、
「
採
用
の
」
を
「
適
用
を
受
け
る
こ
と
と
な
つ
た
」
に
、
「
異
動
し
、
当
該
異
動
」
を
「
異
動

し
た
こ
と
又
は
新
た
に
俸
給
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
と
な
り
当
該
官
署
に
在
勤
す
る
こ
と
と
な
つ
た
こ
と
」
に
改
め
、
「
移

転
し
た
職
員
」
の
下
に
「
（
次
号
に
掲
げ
る
職
員
を
除
く
。
）
」
を
加
え
、
「
異
動
し
た
」
を
「
異
動
し
、
又
は
新
た
に
俸
給

表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
と
な
り
当
該
官
署
に
在
勤
す
る
こ
と
と
な
つ
た
」
に
改
め
、
同
項
第
五
号
中
「
自
衛
隊
法
第
四
十
一

条
の
二
第
一
項
又
は
第
四
十
五
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
採
用
を
さ
れ
た
」
を
「
新
た
に
俸
給
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員

と
な
つ
た
」
に
、
「
採
用
の
」
を
「
適
用
を
受
け
る
こ
と
と
な
つ
た
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
を
削
る
。

附
則
中
第
八
項
か
ら
第
十
項
ま
で
を
削
り
、
第
十
一
項
を
第
八
項
と
し
、
第
十
二
項
か
ら
第
二
十
項
ま
で
を
三
項
ず
つ
繰
り

上
げ
る
。

別
表
第
四
の
一
種
の
項
中
「
五
五
、
二
〇
〇
円
」
を
「
五
五
、
五
〇
〇
円
」
に
、
「
五
二
、
三
〇
〇
円
」
を
「
五
二
、
九
〇

〇
円
」
に
改
め
る
。

別
表
第
四
の
二
の
一
等
陸
佐
以
上
、
一
等
海
佐
以
上
又
は
一
等
空
佐
以
上
の
項
中
「
四
一
、
八
〇
〇
円
」
を
「
五
一
、
八
〇



〇
円
」
に
、
「
三
四
、
五
〇
〇
円
」
を
「
四
四
、
五
〇
〇
円
」
に
改
め
、
同
表
の
二
等
陸
佐
、
二
等
海
佐
又
は
二
等
空
佐
の
項

中
「
三
九
、
二
〇
〇
円
」
を
「
四
九
、
二
〇
〇
円
」
に
、
「
三
〇
、
三
〇
〇
円
」
を
「
四
〇
、
三
〇
〇
円
」
に
改
め
、
同
表
の

三
等
陸
佐
、
三
等
海
佐
又
は
三
等
空
佐
の
項
中
「
三
七
、
四
〇
〇
円
」
を
「
四
七
、
四
〇
〇
円
」
に
、
「
二
七
、
八
〇
〇
円
」

を
「
三
七
、
八
〇
〇
円
」
に
改
め
、
同
表
の
一
等
陸
尉
、
一
等
海
尉
又
は
一
等
空
尉
の
項
中
「
二
二
、
一
〇
〇
円
」
を
「
二

四
、
一
〇
〇
円
」
に
、
「
一
六
、
八
〇
〇
円
」
を
「
一
八
、
八
〇
〇
円
」
に
改
め
、
同
表
の
二
等
陸
尉
以
下
准
陸
尉
以
上
、
二

等
海
尉
以
下
准
海
尉
以
上
又
は
二
等
空
尉
以
下
准
空
尉
以
上
の
項
中
「
一
七
、
五
〇
〇
円
」
を
「
一
九
、
五
〇
〇
円
」
に
、

「
一
五
、
五
〇
〇
円
」
を
「
一
七
、
五
〇
〇
円
」
に
改
め
、
同
表
の
陸
曹
長
以
下
二
等
陸
曹
以
上
、
海
曹
長
以
下
二
等
海
曹
以

上
又
は
空
曹
長
以
下
二
等
空
曹
以
上
の
項
中
「
八
、
八
〇
〇
円
」
を
「
一
〇
、
八
〇
〇
円
」
に
、
「
八
、
六
〇
〇
円
」
を
「
一

〇
、
六
〇
〇
円
」
に
改
め
、
同
表
の
三
等
陸
曹
以
下
、
三
等
海
曹
以
下
又
は
三
等
空
曹
以
下
の
項
中
「
七
、
二
〇
〇
円
」
を

「
九
、
二
〇
〇
円
」
に
改
め
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。



（
特
地
勤
務
手
当
に
準
ず
る
手
当
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
二
条

防
衛
省
の
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
以
下
「
防
衛
省
給
与
改
正
法
」
と
い
う
。
）

附
則
第
三
条
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
以
下

「
一
般
職
給
与
改
正
法
」
と
い
う
。
）
附
則
第
三
条
の
政
令
で
定
め
る
職
員
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
以
前
に
新
た
に
俸
給

表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
と
な
っ
た
者
の
う
ち
、
令
和
七
年
四
月
一
日
に
お
い
て
防
衛
省
給
与
改
正
法
第
一
条
の
規
定
に
よ

る
改
正
前
の
防
衛
省
の
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
法
律
第
十
四
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
一
般
職
給
与
改
正
法
第
一
条

の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
法
律
第
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
特
地
勤
務
手
当
に
準
ず

る
手
当
を
支
給
さ
れ
て
い
る
職
員
（
検
察
官
で
あ
っ
た
者
、
同
法
第
十
一
条
の
七
第
三
項
に
規
定
す
る
行
政
執
行
法
人
職
員

等
で
あ
っ
た
者
若
し
く
は
同
法
の
適
用
を
受
け
る
国
家
公
務
員
で
あ
っ
た
者
か
ら
引
き
続
き
職
員
と
な
り
、
又
は
国
と
民
間

企
業
と
の
間
の
人
事
交
流
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
二
百
二
十
四
号
）
第
二
十
四
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す

る
同
法
第
二
条
第
四
項
に
規
定
す
る
交
流
採
用
を
さ
れ
、
特
地
官
署
又
は
準
特
地
官
署
に
在
勤
す
る
こ
と
と
な
っ
た
こ
と
に

伴
っ
て
住
居
を
移
転
し
た
職
員
に
限
り
、
防
衛
省
の
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
法
律
第
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
定
年
前
再

任
用
短
時
間
勤
務
職
員
、
自
衛
隊
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
六
十
五
号
）
第
四
十
五
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
採



用
さ
れ
た
職
員
及
び
国
家
公
務
員
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
三
年
法
律
第
六
十
一
号
）
附
則
第
八
条
第
四
項
に

規
定
す
る
暫
定
再
任
用
隊
員
を
除
く
。
）
と
す
る
。

（
防
衛
省
の
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
の
一
部
改
正
）

第
三
条

防
衛
省
の
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
令
和
五
年
政
令
第
二
十
六
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

附
則
第
二
条
第
三
項
中
「
第
十
条
、
第
十
条
の
二
、
」
を
削
る
。

第
四
条

防
衛
省
の
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
令
和
七
年
政
令
第
百
十
一
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

附
則
第
四
条
中
「
こ
の
政
令
に
よ
る
改
正
後
の
給
与
令
第
十
条
第
三
項
に
規
定
す
る
再
任
用
職
員
等
」
を
「
法
第
五
条
第

一
項
に
規
定
す
る
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
、
再
任
用
職
員
（
自
衛
隊
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
六
十
五
号
）

第
四
十
五
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ
た
職
員
を
い
う
。
）
」
に
改
め
る
。



理

由

一
般
職
の
国
家
公
務
員
の
給
与
改
定
に
伴
い
、
本
府
省
業
務
調
整
手
当
の
支
給
対
象
職
員
を
拡
大
し
、
そ
の
支
給
月
額
を
定

め
る
と
と
も
に
、
特
地
勤
務
手
当
及
び
特
地
勤
務
手
当
に
準
ず
る
手
当
の
算
定
方
法
、
俸
給
の
特
別
調
整
額
を
改
め
る
等
の
必

要
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。


